
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

このガイドブックは、障害児通所（児童発達支援）の事業所について紹介していま

す。（放課後等デイサービスの事業所については、【放課後等デイサービス】版をご覧

ください。） 

 

児童発達支援 
未就学の児童を対象に、遊びをとおして個別又は集団で

療育訓練等を行うもの 

放課後等デイサービス 
就学している児童を対象に、放課後や長期休業中に生活

能力向上のために必要な訓練を行うもの 

 

＜注意点＞ 

・このガイドブックに掲載されている内容は、令和６年春時点のものです。 

・各事業所が作成したものをそのまま掲載しています。内容については、各事業所

へお問い合わせください。 

・利用までの流れや費用負担については足利市が支給決定する方が該当となりま

す。他市に居住している方などは各自治体にお問い合わせください。 

・次回発行は令和７年春を予定しています。 
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＜障害児通所（児童発達支援）利用までの流れ＞ 

１ 利用の対象かどうか確認します 

 下記（１）～（４）のいずれかに該当することが必要です。 

（１）障害者手帳（身体・療育・精神）などを所持している 

（２）特別児童扶養手当等を受給している 

（３）保健センターの健診や発達相談を受けて、連絡票をもらった 

（４）かかりつけ医等から療育が必要な旨を書類（意見書など）に書いてもらった 

※該当するかどうかわからない場合には、障がい福祉課へお問い合わせください。 

２ 利用する事業所を決めます（５ページ～） 

各事業所の紹介ページなどを参考にして、受け入れが可能かどうか確認します

（定員などの理由で難しいこともあります）。まずは見学をして、事業所の雰囲気

を知ることから始めましょう。 

３ 計画を立てる事業所を決めます（１６ページ） 

サービスを利用するにあたり、計画を立ててもらうことが必要です。相談支援

事業所の一覧から、１か所を選びます。利用する事業所が決まっている場合には、

「いつもお願いしている計画事業所はありますか？」と聞いてみるのもいいでし

ょう。担当になった相談支援専門員が市に申請書類等を提出し、不備が無ければ

１週間ほどで受給者証ができあがります。 

 ４ 利用を始めます 

受給者証などは相談支援事業所に届きます。事業所とよく相談し、利用の曜日

や時間、費用などを確認しましょう。 

お子さんにとって必要であり、受入れ可能な事業所がある場合には、複数の事

業所を併用することや、利用事業所を変更することもできます。相談支援専門員

に相談しましょう。 
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＜費用について＞ 

利用した内容に応じて、費用が発生します。９割は国・県・市から助成され、1割を

保護者の方にご負担いただきます。 

保護者等の世帯所得（課税状況）に応じて、負担上限月額が決まります。 

所得区分 負担上限月額 

生活保護・低所得（市民税非課税世帯） 0 円 

一般１（市民税所得割 28 万円未満） 4,600 円 

一般２（市民税所得割 28 万円以上） 37,200 円 

 

↓ 

児童発達支援を利用するにあたっては、各制度の利用により保護者の方の費用負担

はありません。 

3 歳に達してから最初の 3 月 31 日を迎

えているお子さん 

幼保無償化の一環で、障害児通所の費用

も無償化の対象です。 

3 歳に達してから最初の 3 月 31 日を迎

えていないお子さん 

足利市独自の助成制度により、費用負担

はありません。 

※費用負担が無い場合でも、実費（おやつ代など）がかかる場合があります。 

※費用は利用している事業所へ支払います。 
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☆児童発達支援センター（p.〇が掲載ページです。） 

 

☆児童発達支援・放課後等デイサービス事業所（p.〇が掲載ページです。） 

※ページ数の記載が無い事業所は紹介ページがありません。詳細については各事業所へお問い合わ
せください。また、FAX 番号は各事業所ページをご覧ください。 
※放課後等デイサービス事業所については【放課後等デイサービス】版をご覧ください。 

事業所名 住 所 電 話 
児童発達 

支援 

放課後等 

デイサービス 
備考 

こども発達支援センター 
ぽけっとクラブあしかが 

東砂原後町1072総合福祉センター2階 ４４－７２８８ p.5   

事業所名 住 所 電 話 
児童発達 

支援 

放課後等 

デイサービス 
備考 

あしかが通園センター 大沼田町 615 ９１－０６１２ p.6 〇 
重度心身障

害児に限る 

あすなろ 八幡町２丁目 4-17 ２２－７６６５  〇  

アンダンテ足利 通2丁目12-7 瀧川ビル1階1号室 ２２－４２４３  〇  

笑顔あしかが 永楽町 9-4 大協ビル 1階 B号室 ６４―７０３０  〇  

笑顔あしかが 第２ 永楽町 10-6 イングマンション１階 ６４－９０８０  〇  

笑顔あしかが 第３ 堀込町 2556 セレッソコート 101 070-2188-9080  〇  

笑顔あしかが 第５ 朝倉町 2-18-3 KK タウン 101 050-1350-5595  〇  

きらめき 朝倉町 2-13-2 ２２－４６２２ p.7 〇  

こども発達支援センター 
えがお 

丸山町 688-7 ブリーゼ足利 ６４－７７５５ p.8   

こども発達支援センター 
ぱれっとクラブあしかが 

相生町 1-1 生涯学習センター2階 ２２－７２７７ p.9   

こぱんはうすさくら小俣教室 小俣町 678-1 やすらぎマンション 102 ２２－７６１２ p.10 〇  

コペルプラス 足利教室 借宿町 1-1-18 メゾン三和 101・102 ６４－８４９６ p.11   

多機能型事業所 
くまさんの家 

相生町 385-55 ８２－９１５４ p.12 〇  

デイサービスセンター天王 福居町 750-1 ７１－１５９６  〇 共生型 

デイサービスセンター 
色季彩（SHIKISAI） 

堀込町 2462-1 ２２－３３３１  〇 
多機能

型 

虹をつかもう 八椚町 381-8 ６４－９４８３ p.13 〇  

ハッピーテラス足利教室 大町 517-1 ２２－７３８６  〇  

ハッピーテラス足利西教室 鹿島町 427-9 ６４－８７９０  〇  

ビタミンクラブ 利保町 49-4 ６４－９３０２  〇  

フレッシュワンアップクラブ 山川町 958-4 ５５－６６５５  〇  

フレッシュワンアップクラブα 山川町 954-4 ５５－５５３３ p.14 〇  

フレッシュワンアップクラブ＋ 毛野新町 2丁目 45 ５５－５５７７  〇  

ぽかぽか広場足利 福居町 1599-1 ２２－７６０６ p.15 〇  

めぃぷる 旭町 2292 ６４－７２６１  〇  
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児童発達支援センター 

事業所 こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが 

〒326-0064 足利市東砂原後町 1072 足利市総合福祉センター２階 

TEL ０２８４－４４－７２８８ 

FAX ０２８４－４４－７２８９ 

HP http://ｗｗｗ.ashikagasyakyo.or.jp/ 

メール na-ni88@02.watv.ne.jp 

事業所概要 法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会 

事業開始日 昭和 44 年６月３日 

職員配置 言語聴覚士、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者 

     訪問支援員 

主たる対象者 支援が必要な就学前の児童 

利用定員 １日１５名以下 

支援提供日・時間  

平日（月～金）８時３０分～17 時１５分(年末年始を除く) 

送迎 なし 

利用者負担額以外にかかる費用 食事提供に要する費用 １食３００円 

療育方針 

（力を入れていること） 

 すべての子どもたちが、楽しく通えるよう、遊びを取り入れながら 

一人ひとりの特性・発達にあわせて、工夫し支援しています。 

活動内容など 【個別指導】言語聴覚士、児童指導員、保育士による、認知やあそび、 

ことばの発達を目的とした指導です。（約 5０分）  

【未就園グループ指導】保護者の方も一緒に療育に参加していただき、 

 みんなと一緒に行動することや子ども同士のかかわりを楽しみながら 

 保育所や幼稚園等につなげていきます。（約 5０分） 

【年長児グループ指導】一斉の指示で行動するちからを高めたり、   

ルールや順番を守ることを目標にしています。（約 5０分） 

【嘱託医の療育相談】月 2 回予約制（育児、発達、就学など） 

【言語聴覚士によることばの相談】随時予約制（約４０分）発音が不明 

 瞭で聞き取りにくい、ことばがつまってでてこないお子さまの相談 

【保育所等訪問支援】支援が必要なお子さんの通う保育所や幼稚園等に

訪問支援員が訪問し、直接支援（お子さんへの支援）、間接支援（施

設や先生への支援）を行います。園の先生と連携し支援を行うことに

より、お子さんが集団生活に適応できるようサポートします。 

メッセージ 保育所等訪問支援や相談支援など地域支援の役割も充実させ、地域の

中核的な施設として切れ目のない支援が行えるように関係機関と連携

を図っています。 

お子さんの発達にご心配なことがありましたら、ご相談ください。 
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児童発達支援事業所 

事業所 

 

あしかが通園センター 

〒３２６－００１１ 足利市大沼田町６１５番地 

TEL ０２８４－９１－０６１２ 

FAX ０２８４－９１－２８６７ 

HP  http://ashikaganomori-hospital.jp 

メール a-tsuuen@ashikaga-hospital.or.jp 

事業所概要 法人名 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会 

事業開始日 平成１５年４月１日 

職員配置管理者、医師、サービス・児童発達支援管理責任者・療育主任、

看護師、児童指導員、保育士、理学療法士、栄養士、運転手 

主たる対象者 在宅の重い障害を持った支援が必要な乳児から就学前の

児童 

利用定員 1 日 20 名（放課後等デイサービス・生活介護あわせて） 

支援提供日・時間 ９：００～１５：００ 

送迎 あり（基本自主送迎） 

利用者負担額以外にかかる費用  

食費：１食につき、４００円を徴収します。 

その他：戸外活動等の費用は、当日実費負担となります。 

また、隣接するあしかがの森足利病院に委託して行う健康診断時の血液・

尿検査・予防接種も実費負担となります。 

医療的ケアへの対応  

ㇾ胃ろう ㇾストーマ ㇾ酸素 ㇾ気管切開 ㇾ人工呼吸器 

ㇾ留置カテーテル □導尿 ㇾ痰吸引 □その他（      ） 

療育方針 

（力を入れていること） 

・在宅の重い障害を持っている未就学児に対して個々に合わせた療育に

より日常生活動作、運動機能動作等の訓練を行い、機能の低下を防止

するとともに発達を促します。 

・個別支援計画を基に支援を実施し6か月毎に見直しと説明を行います。 

・季節毎の行事や誕生会、お楽しみ会等を企画し参加して頂いています。 

活動内容など 健康チェック、トイレ介助、水分摂取、個別活動、制作活動、楽器遊び、

感覚遊び等、季節毎の行事や誕生会等を企画し参加して頂いています。 

メッセージ 詳細につきましては、障害児・者相談支援センターフォレスト(0284-91-

1816)までお問い合わせ下さい 
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児童発達支援事業所 

事業所 児童発達支援事業所 きらめき 

〒326-0823 足利市朝倉町 2-13-2 

TEL 0284-22-4622 

FAX 0284-22-4633 

 

 

 

事業所概要 法人名 株式会社シャインハーツ 

事業開始日 2019 年 2 月 1 日 

職員配置 保育士・児童指導員 

主たる対象者 支援が必要な、乳児から就学前の児童 

利用定員 10 名（放課後等デイサービスとあわせて） 

支援提供日・時間 10 時～17 時(日・祝その他会社の定める休日を除く) 

送迎 要相談 

利用者負担額以外にかかる費用 創作・課外活動費（必要時） 

医療的ケアへの対応 無し 

 

 

療育方針 

（力を入れていること） 

一人ひとりの個性やニーズを把握し、一人ひとりの能力や可能性を伸ば

し、育む環境を提供し、社会性を豊にする支援を行います。 

 

 

活動内容など 個別課題 制作 おやつ作り 課外活動 季節行事など 

 

 

 

メッセージ たくさん学んで たくさん遊んで 社会性を豊に育みます 
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児童発達支援事業所 

事業所 児童発達支援事業所 こども発達支援センターえがお 

〒326－0057 足利市丸山町 688－7 

TEL 0284-64-7755 

FAX 0284-64-7758 

HP https://egao₋ashikaga.com/about/egao 

メール E₋mail:kodomo_shien_egao@yahoo.co.jp 

事業所概要 法人名 株式会社スマイルフェイス 

事業開始日 平成 30 年 3 月 

職員配置 保育士・指導員 

主たる対象者 おおむね 1 歳～就学前児童 

利用定員 10 人（１日あたり） 

支援提供日・時間 月曜日～金曜日 9：00～17：00 

送迎 なし 

利用者負担額以外にかかる費用 なし 

医療的ケアへの対応  

☐胃ろう ☐ストーマ ☐酸素 ☐気管切開 ☐人工呼吸器 

☐留置カテーテル ☐導尿 ☐痰吸引 □その他（      ） 

療育方針 

（力を入れていること） 

・お子さんの発達段階に合わせて様々な教材を提供し深い関りを 
（じっくり楽しく）していきます。 

・お子さんが抱く感情を大切に受け止めていきます。 
・保護者の方と共に子どもの姿を見つめ発達を支援していきます。 

活動内容など 〈療育のすすめ方〉 
 ①お子さんの好きな遊びでいっしょに遊びます。 
 ②お子さんの遊ぶ姿から発達段階を把握します。 
 ③お子さんの発達段階に応じた療育プログラムを組みます。 
 ④お子さんのプログラムに適した教材を選びます。 
 ⑤プログラムにそって療育をすすめます。 
◇お子さん自らの発声、言葉、気づき、感動を大切に受け止めなが 
 らすすめます。 
◇楽しくプログラムに参加することで言葉の発達を促し、言葉のや 

りとりを広げていきます。 
◇様々な教材を使い、指先、手、身体全体の機能を高めていきます。 
◇無理なく着席活動に誘い認知理解面の発達を促していきます。 
      

「安心・心地良さ」「感覚」「情動」「満足」「ルール」等を共有することで 
お子さんの心身のいい循環が始まります。 

その上に専門的なアプローチをしていきます。 
 

メッセージ お子さんのこと いっしょに 見つめていきませんか。 
お子さんの好きなこと・きらいなこと、 

得意なこと・にがてなこと  

一番いい顔している時のこと・悲しい顔している時のこと…… 

みんなみんな 丸ごと  

いっしょに みつめていきましょう。 

          みんな笑顔になぁれ！！ 
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児童発達支援事業所  

事業所 こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが 

〒３２６-００５２ 足利市相生町１－１ 生涯学習センター内２階 

TEL ０２８４－２２－７２７７ 

FAX ０２８４－２２－７２６１ 

HP http://www.ashikagasyakyo.or.jp/ 

メール na-ni88@02.watv.ne.jp 

事業所概要 法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会 

事業開始日 令和２年４月１日 

職員配置 言語聴覚士、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者 

主たる対象者 支援が必要な就学前の児童 

利用定員 １日１０名以下 

支援提供日・時間  

平日（月～金）8 時 30 分～１７時１５分（年末年始を除く） 

送迎 なし 

利用者負担額以外にかかる費用 なし 

療育方針 

（力を入れていること） 

すべての子どもたちが、楽しく通えるよう、遊びを取り入れながら 

一人ひとりの特性・発達にあわせて、工夫し支援しています。 

活動内容など 【個別指導】言語聴覚士、保育士、児童指導員による、認知やあそび、

ことばの発達を目的にした指導です。（約５０分） 

【小集団（グループ）指導】 

年中児：月２回母子同室（約４５分） 

年長児：月２回母子分離（約４５分） 

  一斉の支持で行動するちからを高めたり、ルールや順番を守ること

を目標にしています。 

【嘱託医の療育相談】月１回予約制（育児、発達、就学など） 

【言語聴覚士によることばの相談】随時予約制（約４０分） 

    発音が不明瞭で聞き取りにくい、ことばがつまって出てこない 

  等お子さまに関する相談 

メッセージ                                           

 

 

  

  

   

年長グループ     年中グループ  福笑い（お正月遊び） 
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児童発達支援事業所 

事業所 こぱんはうすさくら小俣教室 

〒 足利市 小俣町 678-1 やすらぎマンション 102 

TEL 0284-22-7612 

FAX 0284-22-7613 

HP  

メール sakuraomata@outlook.jp 

SNS  

事業所概要 法人名 株式会社ヒューマンハート 

事業開始日 平成 30 年 4 月 1 日 

職員配置 保育士 児童指導員 幼稚園教諭 

主たる対象者 支援が必要な乳児から就学前の児童 

利用定員 10 名（放課後等デイサービスと合わせて） 

支援提供日・時間  

平日 月～金 9：00～18：00 （年末年始を除く） 

土・祝祭日・学校休業日 9：00～17：00 

送迎 あり 

利用者負担額以外にかかる費用 おやつ代 50 円（利用回数分） 

医療的ケアへの対応  

☐胃ろう ☐ストーマ ☐酸素 ☐気管切開 ☐人工呼吸器 

☐留置カテーテル ☐導尿 ☐痰吸引 □その他（      ） 

療育方針 

（力を入れていること） 

集団療育に力を入れているが、曜日などによって個別対応可 

 

活動内容など 創作活動 

マット運動 

宿題支援  

メッセージ 創作活動を通じて集中力を養い、活動の幅を広げる 

体操やマット運動などを通じて集団活動やルールなどを学び、全身運動 

を通じて体の使い方や他の児童とのコミュニケーションを学ぶ 

 

SST（ソーシャルスキルトレーニング）の考えに基づき、児童に達成感や 

日常のルールなどの療育を行っています。 

 

土曜日・学校休業日（夏休みなど）1 日の活動時には午前・午後と分けて 

活動の内容を運動・創作などに分けて対応してます。 
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児童発達支援事業所 

事業所 児童発達支援事業所 コペルプラス足利教室 

〒326-0826 足利市借宿町 1-1-18 

TEL 0284-64-8496           コペルプラスホームページ 

FAX 0284-64-8497 

HP https://copelplus.copel.co.jp/ 

メール ashikaga@copelplus.copel.info 

SNS Twitter：@copelplus_askg 

事業所概要 法人名 株式会社コペル 

事業開始日 ２０２０年 9 月 1 日 

職員配置 児童指導員、保育士 

主たる対象者 0-6 歳(未就学)のお子様対象 

利用定員 10 人 

支援提供日・時間 月曜日～日曜日(祝日、年末年始、お盆休みを除く) 

10：00～18：00 

送迎 なし 

利用者負担額以外にかかる費用 なし 

医療的ケアへの対応 なし 

☐胃ろう ☐ストーマ ☐酸素 ☐気管切開 ☐人工呼吸器 

☐留置カテーテル ☐導尿 ☐痰吸引 □その他（      ） 

療育方針 

（力を入れていること） 

私たちは、「子どもの可能性は無限大」をモットーに、お子様の自己肯定

感を育むことから始めます。「自分には力がある！」「いろいろなことに

チャレンジしたい！」と感じるセルフイメージを育てることで、お子様

の未来は輝いていきます。「できることが増えるのは世界が広がること、

楽しいことが増えること」を合言葉に、お子様自らが幸せになる姿を目

指していきます。 

活動内容など 左記の時間で、お子様の発達に合わせた個

別レッスン、小集団レッスンを行っており

ます。お部屋での活動とプレイルームでの

体を動かす活動、また、毎回レッスンの終

わりに保護者様と振り返りの時間がござ

います。 

メッセージ 無料体験レッスンは随時受け付けておりま

すので、ぜひ遊びに来てください。たくさん

の教材と、明るく優しい先生たちがお待ちし

ております。 

                      

スケジュール 

①  １０：００～１１：００ 

②  １１：２０～１２：２０ 

③  １４：２０～１５：２０ 

④  １５：４０～１６：４０ 

⑤  １７：００～１８：００ 

多種多様な教材 
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児童発達支援事業所 

事業所 

 

 

 

 

 

多機能型事業所くまさんの家 

〒326-0052 足利市相生町 385 番地 55 

TEL 0284-82-9154 

FAX 050-3176-5049 

HP http://hp.kaipoke.biz/bet/     

メール kumasan-ie@outlook.jp     

事業所概要 

 

 

法人名 合同会社 Y.H.H 

事業開始日 平成 29 年 7 月 

職員配置児童指導員、理学療法士、指導員(強度行動障害基礎研修修了者) 

主たる対象者 支援が必要な、０歳～就学前のお子様 

利用定員 10 名（放課後等デイサービスとあわせて） 

支援提供日・時間 平日（月～金）9 時 30 分～18 時 

（８月 12 日～16 日、年末年始、会社休業日を除く） 

送迎 基本的に行っておりません。 

利用者負担額以外にかかる費用 ありません。 

医療的ケアへの対応  

   保護者の方が実施して頂ければ、受け入れは可能です。 

療育方針 

（力を入れていること） 

埼玉県・千葉県等で 20 年以上、小児の機能訓練に携わってきた理学療法

士が、必要な時期に必要な内容の機能訓練を、保護者の方と相談しなが

ら実施しております。必要に応じて、放課後等デイサービス（個別）へ

の移行も可能です。 

活動内容など 理学療法士による個別機能訓練や相談（発達、園での過ごし方、装具、

座位保持・バギーに関して等）を中心に実施しております。 

メッセージ 

 

 

 

 

1 回 50 分間の機能訓練をマンツーマンにて、ご本人・保護者の方とのコ

ミュニケーションを大切にしながら、今何が必要なのか、どうすれば良

いのかを相談しながら実施しています。 

お子様が 0 歳から 5 歳(年中さん)までは、保護者の方も機能訓練を見学

して頂いております。お子様が 6 歳(年長さん)になりましたら、就学準

備(母子分離)にもなりますので、機能訓練時、席を外して頂く事も可能

です。機能訓練前後の送迎は、お願い致します。 

発達のご相談お待ちしております。 

 

 

 

 

                                                              



13 

 

児童発達支援事業所 

事業所 虹をつかもう 

〒326-0015 足利市八椚町（やつくぬぎちょう）381-1 

TEL 0284-64-9483 

FAX 0284-64-9493 

HP https://www.catchtherainbow.jp/ 

メール  

SNS  

事業所概要 法人名 株式会社キャッチ・ザ・レインボー 

事業開始日 平成 2６年 9 月 1 日 

職員配置 理学療法士、作業療法士、看護師、保育士、児童指導員 

主たる対象者 身体機能訓練や医療ケアが必要なお子さんも対応いたし

ます 

利用定員 10 名（放課後等デイサービスとあわせて） 

支援提供日・時間 平日（月～金）10 時 00 分～13 時 30 分 

送迎 あり（概ね事業所から車で 20 分圏内） 

利用者負担額以外にかかる費用  

医療的ケアへの対応  

☑胃ろう ☑ストーマ ☑酸素 ☑気管切開 ☑人工呼吸器 

☑留置カテーテル ☑導尿 ☑痰吸引 ☑その他（酸素療法・人工呼吸器

に関しては居宅訪問型児童発達支援での対応となります） 

療育方針 

（力を入れていること） 

身体機能訓練や行動障害への療育など、さまざまなお子さんの特性に対

応しております。看護師も常駐しておりますので、医療ケアのお子さん

へのリハビリや療育、レスパイト目的でのお預かりにも対応しておりま

す。 

重度の障がいをお持ちのお子さん（人工呼吸器・酸素療法など）には居

宅訪問型児童発達支援での対応も致します。 

活動内容など 身体機能訓練や療育をはじめ、ご家族様の相談支援をさせていただいて

おります。 

メッセージ 医療系の職種を持った職員が在籍しております。様々なケースにも対応

可能かと存じます。 

お子さんの個性を尊重しながら、より良い関りができるよう努めてまい

ります。どんな些細なことでも構いませんので、どうぞご相談ください

ますようお願い申し上げます。 

 

 

 



14 

 

児童発達支援事業所 

事業所 フレッシュワンアップクラブ α
ｱﾙﾌｧ

 

〒326-0021 足利市山川町 954-4 

TEL 0284-55-5533 

FAX 同上 

HP www.watv.ne.jp/fresh1up/ 

メール fresh1a@watv.ne.jp 

SNS Facebook 

事業所概要 法人名 有限会社フレッシュワンスポーツ 

事業開始日 平成２８年１２月１日 

職員配置 児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士 

主たる対象者 支援が必要な就学前の児童 

利用定員 10 名(放課後等デイサービスとあわせて) 

支援提供日・時間  

・平日(月～金)14:00～17:30 ・学校休業日 8:00～17:30 

 （年末年始の他、事業所カレンダーによる休業日あり） 

送迎 要相談 

利用者負担額以外にかかる費用  

・学校休業日・長期休暇等 昼食代 300/回 ・制作活動費 500/月 

医療的ケアへの対応  

☐胃ろう ☐ストーマ ☐酸素 ☐気管切開 ☐人工呼吸器 

☐留置カテーテル ☐導尿 ☐痰吸引 □その他（      ） 

療育方針 

（力を入れていること） 

ADL(日常生活動作)の向上。 

運動(水中・陸上)を行う事で、体幹強化、バランス感覚の向上、集団での 

活動が出来るようになる。 

活動内容など 運動…陸上運動、水中運動の実施。 

学習…集団(平仮名、カタカナ、数唱、読み聞かせ) 

   個別(児童に合わせた学習内容) 

メッセージ ❝楽しく・明るく・元気よく❞をモットーに、お子様・保護者様に寄り添って 

療育を行っております。まずはお電話にてお問い合わせください。 
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児童発達支援事業所 

事業所 ぽかぽか広場足利 

〒３２６－０３３８ 足利市福居町１５９９－１（レナジア福居 1 階） 

TEL ０２８４－２２－７６０６ 

FAX ０２８４－２２－７６０８ 

HP http:/ /pokapoka-hiroba.com 

メール pokapoka.ashikaga@gmail.com  

事業所概要 法人名 株式会社 ⅰS C 

事業開始日 ２０１９年１２月１日 

職員配置 管理者・児童発達支援管理責任者 

保育士・児童指導員・指導員 

主たる対象者 支援が必要な０歳～6 歳のお子さま 

利用定員 １０名（放課後等デイサービスと合わせて） 

支援提供日・時間  平日  ：（月～金）     １０時～１９時 

学校休業日：（土、祝日、長期休暇） ９時～１８時 

         ※年末年始は除く 

送迎 あり（学校お迎え、自宅へお送りどちらも対応しております） 

利用者負担額以外にかかる費用 おやつ代：１回 ５０円（税別） 

療育方針 

（力を入れていること） 

① 日常生活療育（健康・生活） 

→子ども達の自主性を大切に基本的生活習慣の獲得を目指します！ 

② 運動・感覚療育（運動・感覚） 

→体を伸び伸びと動かすことで健やかな心の育ちを促します！ 

③ 図工・創作療育（認知・行動） 

→自分の思いや考えを表現できるよう支援していきます！ 

④ 個別療育（言語・コミュニケーション） 

→一人ひとりの発達段階に応じ課題に向き合った支援を行います！ 

⑤ 社会性療育（人間関係・社会性） 

→遊びを通じ子ども同士や大人との信頼関係を築きます！ 

活動内容など 平日（月～金）・学校休業日（土・祝・長期休暇） 

登所→ 始まりの会→ 療育プログラム（主活動）→ 昼食→  

午睡/自由遊び（週レク等）→ おやつ→ 終わりの会→ 降所  

※療育プログラムは一人ひとりの課題にあったものを行います。 

集団活動として外出支援や料理なども行っております。 

メッセージ ぽかぽか広場では「ともに遊び、ともに学ぶ」笑顔を育てます。 

子ども達はもちろん、保護者様の気持ちにも寄り添い… 

笑顔を大切に「心を込めた支援」を心掛けています。 

保育園などの集団活動が苦手なお子様でも安心して      

通えるよう小さな変化も見逃さない少人数支援を行っています。 
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＜相談支援事業所一覧＞ 

事 業 所 名 
電 話 

（ＦＡＸ） 
住 所 

特定

相談 

障害児 

相談 
法人名等 

愛光園 

障害者相談支援センター共生 

64-7355 
（64-7682） 

猿田町 2-3 〇 〇 （福）愛光園 

足利ケアサービス 
21-7630 

（21-3109） 
五十部町 809-3 〇 〇 (有)足利ケアサービス 

足利むつみ会 

足利障害者相談支援センター 

64-9325 

（41-4687） 
利保町 49-4 〇 〇 （福）足利むつみ会 

医療法人孝栄会 

ハートランド 

70-0811 

（73-1700） 
福居町 587-1 〇  （医）孝栄会 

指定特定相談支援事業所 

とよおか 

71-1596 

（70-3532） 
福居町 750-1 〇  （福）豊岡福祉会 

指定特定相談支援センター 

はじめ 

22-4561 

（22-4562） 
葉鹿町 735-1 
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰよこまち内 〇 〇 

（福）渡良瀬会 

（従たる施設） 
080-1780-5072 

（62-1465） 
葉鹿町 2227 
栃の葉荘内 〇 〇 

障害者・障害児相談支援センター 

ハッピーテラス足利 

41-8030 

（22-7977） 
大町 517-1 〇 〇 (株)ライフケア倶楽部 

障害児・者相談支援センター 

フォレスト 

91-0611 

（91-2867） 
大沼田町 615 〇 〇 

（福）全国重症心身障

害児（者）を守る会 

相談支援事業所 

こころみ 

41-5039 

（43-2665） 
田島町 611-2 〇 〇 （福）こころみる会 

相談支援事業所 

なかよし 

44-7288 
（44-7289） 

東砂原後町 1072 
総合福祉センター2階  〇 

（福）足利市社会福祉

協議会 

地域活動支援センター 

あしかが 

41-2643 

（43-0463） 
本城 1-1547 〇  （医）恵愛会 

ほほえみ介護 
22-8815 

（22-8816） 
大前町 1398-6 〇 〇 (株)ほほえみ介護 

モンスーン相談支援事業所 
080-5096-0139 

（ＦＡＸなし） 中川町 3780 番 2号 〇 〇 
（合同）渡辺社会福祉士

事務所 

やまゆりの里 
90-2030 

（90-2031） 
大沼田町 525-1 〇  （福）みようぎ会 

※障害児相談に〇が付いている事業所は、児童についての相談が可能です。↑ 
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わからないことや確認したいことがある場合には、下記へ御相談ください。 

足利市役所 障がい福祉課 障がい支援担当 

 〒326-8601 足利市本城三丁目 2145 番地 

  電話：0284-20-2134 FAX：0284-21-5404 

  Mail：shogai-f@city.ashikaga.lg.jp 

足利市障がい者基幹相談支援センター（すくらむ） 

 〒326-0064 足利市東砂原後町 1072 足利市総合福祉センター2 階 

  電話：0284-44-0307 FAX：0284-44-0318 

  Mail：a-soudan@smile.ocn.ne.jp  HP：http://www.a-soudan.ne.jp 
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